
１－１ ビジョン改訂の趣旨 関連資料 
 
  (1) 京都府水道用水供給事業の概要  ・・・・・・・・・ ７０ 
 

    ○ 事業概要  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７０ 
 

    ○ 事業経過  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７２ 
 

    ○ 府営水道施設の位置図 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ７３ 
 

    ○ 府営水道施設と受水市町施設の水位高低図 ・・・・  ７４ 
 

    ○ 府営水道３浄水場の浄水フローチャート  ・・・・  ７６ 
 

    ○ 水源確保と施設整備の現状  ・・・・・・・・・・  ７７   
 

１－２ ビジョン改訂の手順 関連資料 
 
  (１) 前期取組状況の検証  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８ 

少子高齢化が進み、日本社会が人口減少という局面に入ってきている中、様々な分野

で行政の行う施策はもとより、行政のあり方の抜本的な見直しが求められています。

水道事業においては、将来にわたって安定的にサービスを確保していくために、現在

の経営形態のあり方自体を見直し、広域化や更なる民間活用といった抜本的な改革を検

討する時期に来ていると言われているところです。

こうした時代を見据えて、府営水道においてはビジョン前期(H25～29)の取組を着実

に進めてきました。ビジョン後期(H30～34)においては、経営審議会答申でも示された

ように、府営水道設立の趣旨に立ち返り、府営水道と受水市町が共に連携、協力して持

続可能な水道事業を目指して取り組んでいかなければなりません。

今回のビジョン改訂では、コストとリスクマネジメントのバランスが取れた府営水と

受水市町全体での適正な施設規模を検討していくこと、経営基盤を強化していくこと、

こういった取組を効果的に進めるため受水市町とより緊密に連携していくことなどを新

たに盛り込みました。

また、検討部会からは「水道事業としての課題を全体で解決するためには、府営水道

という共通の財産を有する府と受水市町が、一体的に取り組んでいくのが最も合理的で

ある」との意見を頂戴したところです。

本府としましても、将来にわたり持続可能な水道事業を目指し、府営水道の進むべき

方向性を早期に決定していく時期に来ていると認識しています。

ビジョンに掲げた取組を速やかに進めるとともに、府と受水市町で具体的な数値を用

いて事業運営の「見える化」に努め、府営水道及び受水市町全体を俯瞰して府営水道の

役割を明確にし、受水市町との今後のあり方を整理していきます。

また、こうした取組を通して、府営水道のみならず、受水市町と共に、安心・安全な

水を安定的に供給し続けられる水道事業を目指していきます。

【経営審議会答申】

± 府営水道設立の趣旨に立ち返り、共同化や広域化など課題の解決に向けた
具体策の議論を、府営水道と受水市町による検討の場を設け、共に連携、協
力して進めていくなど、関係者が積極的な意識・姿勢をもって取組を進めて
いくことが必要である。

69



京都府では、昭和３０年代から人口が急激に増加し市町の自己水源だけでは水道水の

安定供給が困難になってきたことから、京都府南部地域の市町に対して水道用水供給事

業を行ってきました。

その後、水道を取り巻く諸課題に対する水道の対応のあり方について、昭和５２年の

水道法改正により広域的水道整備計画に関する規定が設けられ、水道の広域化を基本的

な方向の一つとして示されました。

京都府では、関係市町村からの要請を受けて、昭和６０年度に京都市を除く府南部地

域の１７市町村（現１５）を圏域とした｢京都府南部地域広域的水道整備計画｣を策定し、

その中で、｢京都府水道用水供給事業｣を根幹的施設として位置付け、広域化（施設整備

・水源の確保等）を推進しています。

昭和３９年度以降、受水市町の要望に基づき、山城水道用水供給事業（以下｢山城水

道｣という。）と第２山城水道用水供給事業（以下｢第２山城水道｣という。）を経営して

きました。

昭和６０年代に入ると、関西文化学術研究都市(京田辺市・木津川市・精華町)の建設

などによる水需要の増大が予測され、また、乙訓地域における地下水位の低下や地盤沈

下等が深刻化してきたことから、このような事態に対応するため、｢京都府南部地域広

域的水道整備計画｣が策定されました。

京都府営水道事業の概要

広域的水道整備計画

山　城　水　道 第 ２ 山 城 水 道

創 設 事 業 認 可 年 月 日 昭和３６年１２月２８日 昭和４６年３月３１日

浄 水 場 の 名 称 宇治浄水場 木津浄水場

一 日 最 大 給 水 量 ９６，０００ｍ3／日 ２４，０００ｍ3／日

給 水 対 象 団 体
（ 給 水 開 始 年 月 ）

城陽市　（昭和39年12月）
宇治市　（昭和40年 6月）
久御山町（昭和43年 4月）
八幡市　（昭和43年 7月）

木津川市（昭和52年10月）
(旧木津町域)

京田辺市（昭和53年 7月）
精華町　（昭和63年 7月）

特 徴
　昭和３０年代の人口急増に対して、自
己水だけでは水道水の安定給水が困難と
なり府営水を導入

　昭和４０年代の大規模住宅団地計画に
対して、自己水だけでは水道水の安定給
水が困難となり府営水を導入
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この計画に基づき、６１年度に従来の山城水道と第２山城水道を｢京都府水道用水供

給事業｣に統合するとともに、新たに乙訓地域も給水区域とする｢府営水道｣を設置し、

６２年度から広域化施設整備事業に着手しました。

広域化施設整備事業については、受水市町の水道事業計画に基づく府営水道からの受

水量をもとに施設整備と水源の確保を行い、併せて浄水場間を接続して相互応援を可能

とするものであり、その事業費は水道料金として府民負担に反映されることから、水需

要の動向を考慮しながら段階的に整備を進めることによって水道料金の抑制を図ってき

たところであります。

なお、平成２２年５月に広域浄水センターを設置し、宇治・木津・乙訓の３浄水場の

集中監視を開始し、平成２３年４月から久御山広域ポンプ場を用いて広域的に水運用を

行っています。

条 例 上 の 名 称

事 業 認 可 年 月 日

浄 水 場 の 名 称 宇治浄水場 木津浄水場 乙訓浄水場 合計

浄 水 場 の 所 在 地 宇治市宇治下居 木津川市吐師医王寺 京都市西京区御陵 －

計 画 取 水 量 １．２ｍ3／秒 ０．９ｍ3／秒 ０．８６ｍ3／秒 ２．９６ｍ3／秒

水 源 の 種 別
ダム湖水（天ヶ瀬ダム）

（宇治川）
表流水

（木津川）
表流水

（桂川（保津川））
－

計 画 一 日 最 大 給 水 量
[ 現 状 ]

９６，０００ｍ3／日
[ 72,000 ]

７２，０００ｍ3／日
[ 48,000 ]

６８，８００ｍ3／日
[ 46,000 ]

２３６，８００ｍ3／日
[ 166,000 ]

給 水 対 象 団 体
（ 給 水 開 始 年 月 ）

城陽市　（昭和39年12月）
宇治市　（昭和40年 6月）
久御山町（昭和43年 4月）
八幡市　（昭和43年 7月）

木津川市（昭和52年10月）
(旧木津町域)

京田辺市（昭和53年 7月）
精華町　（昭和63年 7月）

向日市 （平成12年10月）
長岡京市（平成12年10月）
大山崎町（平成12年10月）

１０市町

事 業 の 内 容

浄 水 場 の 整 備

浄 水 場 間 の 接 続
（ 連 絡 管 の 整 備 ）

宇治浄水場の高度浄水処理施設（平成８年度完了）

乙訓浄水場の新設46,000m3/日（平成１２年度完了）

木津浄水場の第１期拡張24,000→48,000m3/日（平成１６年度完了）

宇治浄水場と木津浄水場の送水管接続（平成４年度完了）

京 都 府 水 道 用 水 供 給 事 業

京 都 府 営 水 道

事業経営認可　　昭和６２年３月３１日
　　変更認可　　平成　３年３月３０日（宇治浄水場高度浄水処理施設の導入）
　　変更認可　　平成　３年８月　１日（乙訓浄水場取水位置の変更）

乙訓浄水場と宇治・木津浄水場の送水管接続（平成２５年度完了）

京都府では、昭和３０年代から人口が急激に増加し市町の自己水源だけでは水道水の

安定供給が困難になってきたことから、京都府南部地域の市町に対して水道用水供給事

業を行ってきました。

その後、水道を取り巻く諸課題に対する水道の対応のあり方について、昭和５２年の

水道法改正により広域的水道整備計画に関する規定が設けられ、水道の広域化を基本的

な方向の一つとして示されました。

京都府では、関係市町村からの要請を受けて、昭和６０年度に京都市を除く府南部地

域の１７市町村（現１５）を圏域とした｢京都府南部地域広域的水道整備計画｣を策定し、

その中で、｢京都府水道用水供給事業｣を根幹的施設として位置付け、広域化（施設整備

・水源の確保等）を推進しています。

昭和３９年度以降、受水市町の要望に基づき、山城水道用水供給事業（以下｢山城水

道｣という。）と第２山城水道用水供給事業（以下｢第２山城水道｣という。）を経営して

きました。

昭和６０年代に入ると、関西文化学術研究都市(京田辺市・木津川市・精華町)の建設

などによる水需要の増大が予測され、また、乙訓地域における地下水位の低下や地盤沈

下等が深刻化してきたことから、このような事態に対応するため、｢京都府南部地域広

域的水道整備計画｣が策定されました。

京都府営水道事業の概要

広域的水道整備計画

山　城　水　道 第 ２ 山 城 水 道

創 設 事 業 認 可 年 月 日 昭和３６年１２月２８日 昭和４６年３月３１日

浄 水 場 の 名 称 宇治浄水場 木津浄水場

一 日 最 大 給 水 量 ９６，０００ｍ3／日 ２４，０００ｍ3／日

給 水 対 象 団 体
（ 給 水 開 始 年 月 ）

城陽市　（昭和39年12月）
宇治市　（昭和40年 6月）
久御山町（昭和43年 4月）
八幡市　（昭和43年 7月）

木津川市（昭和52年10月）
(旧木津町域)

京田辺市（昭和53年 7月）
精華町　（昭和63年 7月）

特 徴
　昭和３０年代の人口急増に対して、自
己水だけでは水道水の安定給水が困難と
なり府営水を導入

　昭和４０年代の大規模住宅団地計画に
対して、自己水だけでは水道水の安定給
水が困難となり府営水を導入
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計画施設能力 96,000m
3
/日 計画施設能力 72,000m

3
/日 計画施設能力 68,800m

3
/日

S39.12
城陽市給水開始

S40. 6
宇治市給水開始

S43. 4
久御山町給水開始

S43. 7
八幡市給水開始

S52.10
木津川市給水開始

S53. 7
京田辺市給水開始

S63. 7
精華町給水開始

H 4. 8
木津浄水場から宇
治系に給水開始

H12.10
向日市・長岡京
市・大山崎町給水
開始

H16.10
利水撤退表明

H26.3
完成

※　３浄水場接続による府営水道全体での水源の効率的な活用を前提として、大戸川ダム及び丹生ダムから撤退（H16）
　　併せて、宇治浄水場耐震化（H23）に伴いダウンサイジングを実施　96,000m3/日→72,000m3/日

備　　考宇 治 浄 水 場 木 津 浄 水 場 乙 訓 浄 水 場 浄水場間の接続

H23. 4
広域水運用開始

S36.12  
事業経営認可（山城水道） 

創設工事  
24,000m3/日 
S42. 3完成 

第１期拡張工事 
24,000m3/日  

→ 72,000m3/日 
S47.3完成 

第２期拡張工事 
72,000m3/日  

→ 96,000m3/日 
S53.3完成 

創設工事  
24,000m3/日 
S53. 3完成 

S62. 3 
京 都 府 水 道 用 水 供 給 事 業 経 営 認 可 （ 統 合 ） 

宇治浄水場と 
木津浄水場の 
送水管接続 
H 4. 5完成 

第１期拡張工事 
24,000m3/日  

→ 48,000m3/日 
H17. 3完成 
(H9.3概成) 

高度浄水処理 
施設整備 
H 9. 3完成 

創設工事 
46,000m3/日 
H12. 9完成 

乙訓浄水場と 
宇治・木津浄水場の 

送水管接続 
 

久御山広域ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
広域浄水ｾﾝﾀｰの 

整備 
 

H26.3完成 
（H22.3概成） 

天ヶ瀬ダム      0.3m3/秒 
天ヶ瀬ダム再開発 0.6m3/秒 
大戸川･丹生ダム  0.3m3/秒（撤退） 

S43. 3 
第１期拡張事業経営認可 

S48. 3 
第２期拡張事業経営認可 

S46. 3 
事業経営認可（第２山城水道） 

日吉ダム   0.3m3/秒 
比奈知ダム  0.6m3/秒 

日吉ダム   0.86m3/秒 
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 向日市 

 

 

 

宇治市 

久御山町 

城陽市 

八幡市 

精華町 

木津川市 

京田辺市 

 長岡京市 

 大山崎町 

オゾン発生装置 

広域浄水センター 

久御山広域ポンプ場 

浄水場

久御山広域

ポンプ場

分水点※

※受水市町に供給する場所

凡　　例

ポンプ室 

宇治浄水場 

乙訓浄水場 

木津浄水場 

桂 
川 

川 

川 
宇 

木 

治 

津 

（天ヶ瀬ダム再開発） 

桂川 

宇治川 

木津川 
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標高(m)

※標高はTP（東京湾平均海面）表示

長岡京市第１分水

東第２浄水場
東ポンプ場

大山崎町第１分水 宝本浄水場

夏目浄水場
大口事業者

上植野浄水池

葛原Ｐ場向日市第２分水

精華町第１分水
祝園受水場

木津川市第２分水

木津受水場
宮ノ裏浄水場

物集女西
浄水場

大山崎町
第２分水

上植野配水塔

長岡京市第３分水

柘榴浄水場

早稲田配水池

北ポンプ場

稲葉配水池 木津川市第１分水

吐師受水場 精華町第２分水
植田受水場

天満塚配水池 東配水池 東畑第１
加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場

長岡京市第２分水

鳥居前配水池
向日市第１分水

物集女配水池 光台中継
加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場

相楽東
配水池（低区)北配水池 鈴谷加圧

Ｐ所

木津中央配水池
（低区)

相楽東
配水池
（高区)

東畑第２
加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ場

木津南
配水池
（低区)

華の塔配水池

奥ノ院配水池 仲山配水池

相楽西
配水池
（高区) 桜が丘配水池

第１加圧

相楽西
配水池
（低区)

木津川台配水池

美竹台配水池
木津南
配水池
（高区)

木津中央配水池
（高区)

鈴谷配水池

柘榴配水池
木津東
配水池
（低区)

木津東
配水池
（高区)

東畑低区配水池

柳谷配水池

浄土谷配水池

第２加圧

谷田
加圧Ｐ場

光台配水池
東畑高区配水池

Ｐ 

Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ 

Ｐ 

Ｐ Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 
Ｐ Ｐ 

Ｐ 

Ｐ Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

水

(府営水道） 
木津浄水場 

 

(府営水道） 
乙訓浄水場 

 

Ｐ 

向日市 大山崎町 木津川市 精華町 長岡京市 

Ｐ 

Ｐ 
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池尾浄水場

　　　　　

8.9

8.0

10.7
10.45 9.8

14.8 14.3 14.0

13.2 12.8 12.5

宇治浄水場
15.6 15.5 16.0 宇治市第２分水

西小倉浄水場14.9

城陽市第１分水
第３浄水場

15.1
15.5 久御山町第２分

水13.5 12.4 12.8
11.0

第２配水池 第１配水池 17.5

18.7 大住浄水場 八幡第１分水
月夜田受水場

第３配水池

24.0 24.1

21.5
20.0

30.3
金井戸
ポンプ場八幡市第２分水

美濃山浄水場 26.3
久御山町第１分水

佐古浄水場（第４配水池）京田辺市第２分水
薪受水池

薪浄水場

中区加圧
ポンプ所

30.85 19.1

京田辺市第１分水
宮ノ口受水場

長谷山
ポンプ北稲浄水場

34.1 34.35

45.7

45.0 43.7

40.0 明星町ポンプ場

47.8
50.0

53.4 52.3

隅田口配水池 55.2 琵琶配水池

芦原ポンプ所

55.0

48.96
47.8

49.4

53.46
53.9

53.5
52.3

平尾台ポンプ場

普賢寺浄水場

62.6

60.6

美濃山低区配水池

72.3
71.6 71.1

70.2

78.3 77.1

81.8
田辺低区配水池 79.1

76.6 77.8

73.3

美濃山高
区配水場

81.6
80.6 79.5

83.4 84.0
81.6 橋本興正

加圧ポンプ場

森本ポンプ場

85.0 86.4
84.4

神明浄水場 80.0

五ヶ庄配水池

56.0
57.5

開浄水場旭第１浄水場 57.0 宇治市第１分水
下居配水池

第２浄水場
低区配水池

53.0 53.0

広岡谷ポンプ場

87.4 87.1 87.4 第１浄水場
中区配水池

87.7
広野町配水池

大住低区配水池 栗ヶ谷配水池
87.6

奥広野浄水場

91.0
同志社配水池

94.0
93.1 90.0 93.7

91.0
90.6 宮ノ谷ポンプ所

美濃山高区
配水場（高架水

槽）

西山第１配水場

北稲配水池 99.0 100.1

101.0 旭第１配水池

打田第１
加圧ポンプ所

東山配水池
97.3 96.5 96.8 白川圧力

調整池

108.9 109.7

105.0

芦原配水池

旭第２
浄水場

102.5
101.5 101.05

112.5 西山第２配水池　

95.0
97.7 95.1

100.0
羽戸山配水池

高峰山配水池

長谷山配水塔

113.0

高区配水池 109.6 111.3 110.0

104.0

105.95

115.0
金井戸

加圧ポンプ場

118.0
神明高区配水池 明星町配水池

平尾台配水池

松井ヶ丘配水池

黒岩配水池

121.0 119.9

118.5

124.6
124.0

121.7

118.5 119.0

須留配水池

田辺高区配水池 130.1

125.6
南田辺北配水池 折居台配水池

124.5

旭第２配水池
127.7

127.0

225.0
216.5

高船第１
加圧ポンプ所

天王第２
加圧ポンプ所 打田第２

加圧ポンプ所

高船第１
加圧ポンプ所

打田配水池　　 炭山低区配水池

227.5

234.7
303.0

天王配水池

220.0
246.5

231.2

炭山高区配水池
高船配水池

300.5 250.5

二尾配水
池

225.5

222.5

笠取第1～
第5配水池287.0

284.5

254.8

池尾配水池

255.8

大住高区配水池

114.6

124.9

99.2

111.0

48.9649.4

53.46
53.9

(府営水道） 
宇治浄水場 

 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

京田辺市 八幡市 久御山町 城陽市 宇治市 

Ｐ 

9.8

14.8 14.3

12.8

第２配水池

(府営水道） 
久御山広域 
ポンプ場 

 

Ｐ Ｐ Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 
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宇治浄水場の浄水フローチャート

木津浄水場の浄水フローチャート

乙訓浄水場の浄水フローチャート

＜水　源＞

＜水　源＞

ポンプ類

採水箇所

濁度計

残留塩素計

精密濁度計

電磁流量計

ｐＨ計 バイオアッセイ

（末端のみ）

アルカリ度計

溶存オゾン濃度計

濁色度計

＜水　源＞

採水箇所 残留塩素計 アルカリ度計

採水箇所 残留塩素計 バイオアッセイ

ｐＨ計 濁色度計

電磁流量計
濁度計 油臭センサー

ポンプ類 精密濁度計 塩素要求量計

ポンプ類 精密濁度計

ｐＨ計 バイオアッセイ

電磁流量計
濁度計 濁色度計

ＣＬ 
ＴＣ 

受
水
市
町
分
水
点 

Ｍ 
着水井 
138.6㎥ 

ｐＨ 
Ｔ 

ｐＨ 

急速 
かくはん池 

68.3㎥ 

緩速 
かくはん池 

338.4㎥ 
×５池 

薬品沈殿池 
1,400㎥ 
×５池 

急速ろ過池 
グリーンリーフ式 

178㎥ 
×８池 

急速ろ過池 
グリーンリーフ式 

132㎥ 
×８池 

急速ろ過池 
ホイラー式 

187㎥ 
×６池 

急速ろ過池 
ハディンジ式 

108㎥ 
×２池 

オゾン 
接触池 
340㎥ 
×２池 

取水口 宇治川 
（天ケ瀬ダム） 
０．９㎥／ｓ 導

水
ポ
ン
プ
所
（加
圧
） 

原
水

 

アルカリ剤 

前次亜 
ＰＡＣ 

活性炭 
吸着池 
478㎥ 
×８池 

中
次
亜
前

 

ＣＬ 

ＣＬ 

Ｔ 

ろ
過
後

 

活
性
炭

 

処
理
水

 

浄
水

 

浄水池 
 

1,723㎥ 
×２池 

浄水池 
 

2,500㎥×１池 
1,900㎥×１池 
1,114㎥×２池 

 
 

後次亜 

Ｍ 

宇
治
市
分
水
点 

宇
治
市
向
け

 

ＣＬ ＣＬ 

ＣＬ 排泥池 
800㎥ 

濃縮槽 
500㎥ 

上澄水 
着水井還元 

排水処理施設 

洗浄水 

洗浄用 
貯水池 

Ｔ 

ｐＨ 

ＣＬ 

ＳＴ 

ＳＴ 

Ｍ 

久御山 
広域ポンプ場 

着
水

 

中
次
亜
後

 

ＣＬ ＣＬ ０３ 

オ
ゾ
ン

 

処
理
水

 

沈
殿
池

 

中
 
間

 

Ｔ 
ポ
ン
プ

 

吸
水
井

 

Ａｌ Ａｌ 
ｐＨ 

ｐＨ 

ｐＨ 

排
水
池

 

０３ 

Ａｌ 

中次亜 

宇治川 

Ｐ 

Ｐ 

Ｐ 

分
水
点

 

ＴＣ 

ＴＣ 
ＣＬ 

流
入

 

取
水
口

 
ｐＨ 
Ｔ 

Ｍ 

Ｍ 

追次亜 

ＣＬ 
ＴＣ 流

出

 

Ｍ 

傾斜板 

琵琶湖 
取水口 

宇治浄水場（着水井）へ 

瀬田川 
天ヶ瀬ダム 

ｂｉｏ 

配水池 
 

10,000㎥ 
 
 

Ｐ 

ｐＨ 

ＣＬ 

ＳＴ 

Ｍ 

Ｐ 

ＴＣ 

ｂｉｏ 

Ｔ 

ｐＨ 

ＣＬ 

ＳＴ 

Ｍ 

Ａｌ 

Ｐ 

ＴＣ 

ｂｉｏ 

ＣＬ 
ＴＣ 

受
水
市
町
分
水
点 

Ｍ 
着水井 
355㎥ 

ｐＨ 

急速 
かくはん池 

126㎥ 
×２池 

緩速 
かくはん池 

766.5㎥ 
×３池 

薬品沈殿池 
1,518㎥ 
×３池 

取水口 木津川 
（高山ダム） 
０．９㎥／ｓ 

原
水

 

アルカリ剤 前中次亜 

ＰＡＣ 
Ｔ 

沈
殿
後

 
ＣＬ 

ろ
過
後

 

浄
水

 

浄水池 
 

○㎥ 
×２池 

後次亜 

Ｍ 

ＣＬ 

排泥池 
322㎥ 
×2池 

濃縮槽 
618㎥ 
×2池 

上澄水 
着水井還元 

排水処理施設 

ｐＨ ＳＴ 

久御山 
広域ポンプ場 

混
合
水

 

未
ろ
過

 
ＣＬ ＣＬ 

沈
殿
池

 

中
 
間

 
Ｔ 

ポ
ン
プ
井

 

ｐＨ 

排
水
池

 

後中次亜 

Ｐ 

分
水
点

 

ＴＣ 
ＣＬ 

流
入

 

取
水
口

 
Ｔ 

Ｍ 

Ｍ 

追次亜 

ＣＬ 
ＴＣ 流

出

 

Ｍ 

傾斜板 

配水池 
 

10,000㎥ 
 
 

Ｐ 

急速ろ過池 
グリーンリーフ式 

 380㎥ 
× ８池 

ポンプ井 
1,000㎥ 
×２池 

Ｐ 

高置浄水池 
１号 

3,000㎥ 
×１池 

高置浄水池 
２号 

8,000㎥ 
×１池 

Ｐ 

ＣＬ 
ＴＣ 

受
水
市
町
分
水
点 

Ｍ 
着水井 

79㎥ 

ｐＨ 

Ｔ 

ｐＨ 

急速 
かくはん池 

30㎥ 
×３池 

緩速 
かくはん池 

522㎥ 
×２池 

薬品沈殿池 
1,600㎥ 
×２池 

取水口 桂川 
（日吉ダム） 
０．８６㎥／ｓ 導

水
ポ
ン
プ
所
（
加
圧
） 

原
水

 

アルカリ剤 

前次亜 
ＰＡＣ 

沈
殿
後

 
ＣＬ 

ＣＬ ろ
過
後

 

後
塩
後

 

送
水

 

後次亜 

Ｍ 

ＣＬ 

排泥池 
87.5㎥ 
×２池 

濃縮槽 
429.5㎥ 
×２池 

上澄水 
着水井還元 

排水処理施設 

ＳＴ 

久御山 
広域ポンプ場 

薬
注
後

 

未
ろ
過

 
ＣＬ 

沈
殿
池

 

中
 
間

 
Ｔ 

Ａｌ Ａｌ 

ｐＨ 

排
水
池

 

中次亜 

Ｐ 

分
水
点

 

ＴＣ 
ＣＬ 

流
入

 

取
水
口

 
Ｔ 

Ｍ 
Ｍ 

追次亜 

ＣＬ 
ＴＣ 流

出

 

Ｍ 

傾斜板 

配水池 
 

10,000㎥ 
 
 

Ｐ 

塩素混和池 
197㎥ 
×１池 

浄水池 
 

7,193㎥ 
×２池 

排水池 
337.5㎥ 
×２池 

排水池 
720㎥ 

排水池 
973㎥ 
×2池 

木津川 

青蓮寺ダム 

取水口 

布目ダム 

粉炭活性炭 

ｐＨ 

Ｔ 

ＣＬ 

bio 

bio 

薬
注
後

 

bio 

bio 

Ｔ 

ＣＬ 

Ｔ 
ＳＴ 

ＣＬ 

比名知ダム 室生ダム 

取水口 日吉ダム 

桂川 

木
津
浄
水
場
（
着
水
）
へ 

乙訓浄水場（沈砂池）へ 

木津川 

Ｐ 

Ｍ 

Ｐ 

Ｍ 

受
水
市
町 

受
水
市
町 

ＣＬ 

急速ろ過池 
グリーンリーフ式 

102㎥ 
×１６池 

導水 
ポンプ所 
334㎥ 

Ｔ 
高山ダム 

Ｐ 

Ｍ 受
水
市
町 

ＣＬＤ 

ＣＬＤ 

Ｍ 

Ｍ 

名張川 
Ｏ 

Ｏ 
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＜施設能力（浄水場）＞

± 宇治・木津・乙訓浄水場の合計で１６６，０００ｍ 3/日

＜水 源＞

± 木津・乙訓浄水場では安定水利権を確保済み

± 現状でほぼフル稼働の宇治浄水場では、施設能力の２／３が暫定豊水水利権

に依存しており、天ヶ瀬ダム再開発の費用負担を前提に、長年、施設を稼働

± 利水参加継続の必要性を水道懇・委員会でも検討の上確認

w 京都府営水道事業経営懇談会第７次提言（H22.11）
w 京都府公共事業評価審査委員会（H23.3）

ダム名
天ヶ瀬 日 吉 比奈知 天ヶ瀬(再）

項 目

開発水量
０．３ １．１６ ０．６ ０．６

（‰/秒）

負 担 額 予定
１．３ ２５１ １７４ ５２

（億円）

水量単価 予定
４．３ ２１６ ２９０ ８７

（億円/‰/秒）

※ 天ヶ瀬（再） ： 天ヶ瀬ダム再開発

水源と施設能力の状況

ダムの水源開発費用

日吉ダム大戸川ダム

丹生ダム

撤退

比奈知ダム天ヶ瀬ダム

0.3

m3/秒

天ヶ瀬ダム再開発

（事業中）

日吉ダム

0.6

m3/秒
0.3

m3/秒

0.6

m3/秒

0.3

m3/秒

0.86

m3/秒

宇治浄水場

72,000

m3/日

ダウン

サイジング

24,000

m3/日

木津浄水場

48,000

m3/日

未 整 備

24,000

m3/日

乙訓浄水場

46,000

m3/日

未 整 備

22,080
m3/日

水源 ２．６６m3/秒

施設能力 １６６，０００m3/日

＜取水（宇治川）＞

ダム湖水（天ヶ瀬ダム）

0.6m3/秒暫定豊水水利権

＜取水（木津川）＞

表流水

淀川水系淀川（宇治川）

０．９m3/秒

淀川水系木津川

０．９m3/秒

淀川水系桂川

０．８６m3/秒

＜取水（桂川）＞

表流水
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京都府営水道ビジョン策定時（平成２４年度）から５年間の各施策の取組状況をビジ

ョン後期に反映させるため、第２章『府営水道としての取組方策』、第３章『取組方策

を通じた横断的視点』、第４章『ビジョンの推進等』の各項目について、取組状況の検

証を行いました。

ほぼ全ての項目において着実に取組を進めることができており、そのうち主立ったも

のについて、以下に【取組状況】【評価】を記載します。

【取組状況】

✧ 「更新基準年数」を設定し、向こう１０年間（平成３６年度まで）の建設改良

計画を策定し、それに応じた収支計画（京都府営水道経営レポート）を平成２７

年度に策定することにより、計画的に更新等を実施しています。

✧ 宇治浄水場では、平成２７年度に排水処理施設、平成２８年度に中央監視制御

装置の更新が完成、平成２８年度からろ過池機械設備の更新に着手しています。

また、木津浄水場では、平成２８年度にろ過池機械設備の更新が完成、平成

２８年度から自家発電設備及び次亜注入設備の更新に着手しています。

✧ 平成２８年度に乙訓浄水場の耐震補強が完成し、全ての浄水場の耐震化が完了

しました。

宇治浄水場排水処理施設の更新 宇治浄水場汚泥掻寄機の更新

①施設の老朽化対策・耐震化（浄水場・ポンプ場）
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【評 価】

● 宇治浄水場で給水開始以降５０年が、木津浄水場で３０年以上が経過している

ことから、計画的に更新等を行っています。

● ３浄水場全ての耐震化が平成２８年度に完了し、大規模地震等にも安定した浄

水処理を確保しています。

【取組状況】

✧ 設置年度が古く老朽化が進む宇治系送水管路は、最優先で平成３４年度の完成

を目指し集中的に取り組んでいます。

✧ 平成２８年度には宇治市街地区間の全工事に着手しました。また、平成２９年

度には城陽線区間を完成させる予定です。

✧ 実施にあたっては、小口径シールド工法の採用などによりコスト削減も併せて

行っています。

鉄筋探査

削孔

鉄筋挿入
モルタル充填

乙訓浄水場の耐震補強

宇治系送水管路更新・耐震化事業全体図

①施設の老朽化対策・耐震化（管路）

京都府営水道ビジョン策定時（平成２４年度）から５年間の各施策の取組状況をビジ

ョン後期に反映させるため、第２章『府営水道としての取組方策』、第３章『取組方策

を通じた横断的視点』、第４章『ビジョンの推進等』の各項目について、取組状況の検

証を行いました。

ほぼ全ての項目において着実に取組を進めることができており、そのうち主立ったも

のについて、以下に【取組状況】【評価】を記載します。

【取組状況】

✧ 「更新基準年数」を設定し、向こう１０年間（平成３６年度まで）の建設改良

計画を策定し、それに応じた収支計画（京都府営水道経営レポート）を平成２７

年度に策定することにより、計画的に更新等を実施しています。

✧ 宇治浄水場では、平成２７年度に排水処理施設、平成２８年度に中央監視制御

装置の更新が完成、平成２８年度からろ過池機械設備の更新に着手しています。

また、木津浄水場では、平成２８年度にろ過池機械設備の更新が完成、平成

２８年度から自家発電設備及び次亜注入設備の更新に着手しています。

✧ 平成２８年度に乙訓浄水場の耐震補強が完成し、全ての浄水場の耐震化が完了

しました。

宇治浄水場排水処理施設の更新 宇治浄水場汚泥掻寄機の更新

①施設の老朽化対策・耐震化（浄水場・ポンプ場）
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【評 価】

● 総延長７５kmの府営水道送水管路は、約４５kmが非耐震管で、うち約１２kmが

法定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であることから、老朽化更新とも

整合を図りながら耐震化を計画的に進めています。

【取組状況】

✧ 宇治浄水場に非常用自家発電設備を平成２７年度に整備しました。

✧ 石油元売会社から通常の流通経路によらない臨時的・緊急的な燃料供給が得ら

れるよう、石油連盟と「災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書（H25.3）」

を締結し、宇治浄水場及び久御山広域ポンプ場を重要施設として登録しました。

【評 価】

● 大規模災害時に長時間・広域で停電した場合でも、電源喪失による浄水機能の

停止を回避するため、計画的に非常用自家発電設備を整備しています。

● 大規模災害が発生した際に、円滑に燃料供給が確保できる体制を確立していま

す。

【取組状況】

✧ 水源を同じくする上下流の関

連事業体（２０団体）と情報共

有できる体制を構築しました。

✧ 木津浄水場に油臭センサーを

平成２４年度に設置し、モニタ

リングを充実させ、原水段階で

油臭を測定できる監視体制を強

化しました。

③水質管理の強化

②電源喪失への対策

宇治浄水場非常用自家発電設備（建屋） 宇治浄水場非常用自家発電設備

木津浄水場油臭センサー
放射能測定

（水質管理センター）
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✧ 消費者庁から放射性物質検査機器の貸与を受け、府営水道事務所水質管理セン

ターで、検査（年８回）を実施するとともに、保健環境研究所に検査（年４回）

を依頼し、放射性物質のモニタリングを実施しています。

✧ 的確な浄水処理を確保するため、

３浄水場すべてのろ過池改造（ク

リプトスポリジウム等対策）が平

成２８年度に完成しました。

✧ 水安全計画を有識者等の助言を

得ながら、平成２８年度に策定し

ました。

【評 価】

● 水の安全性を一層高いレベルで確保するため、関連事業体等との連携や水質測

定機器の導入等により水源の水質等のモニタリングの強化を実施しています。

● 浄水場の機能改善を行うことにより、的確な浄水処理を確保しています。

● 水源から分水点までの一体的な水道水の品質管理に取り組んでいます。

【取組状況】

✧ ３浄水場接続による広域水運用システムを構築し、相互にバックアップするこ

とにより、渇水による取水制限時において、減断水を回避することとしています。

✧ 天ヶ瀬ダム再開発事業への利水参加を継続し、宇治浄水場の安定豊水水利権の

早期安定化を図ることとしています。

【評 価】

● 広域水運用により、桂川で既往最大３０％の取水制限が行われても夏季最大受

水量の供給が可能で、更に、宇治川・木津川でそれぞれ２０％の取水制限（最大

実績）が加わった場合でも、受水量の９３％（夏季平均に対しては全量）を供給

できる体制となっています。

● 現状でほぼフル稼働の宇治浄水場では、施設能力の２／３が暫定豊水水利権に

依存しており、平常時でも不安定（水量・存続性）な状況を早期に安定化を図り

ます。

④渇水への対策

木津浄水場ろ過池改造

（ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等対策）

【評 価】

● 総延長７５kmの府営水道送水管路は、約４５kmが非耐震管で、うち約１２kmが

法定耐用年数（４０年）を超過した「経年管」であることから、老朽化更新とも

整合を図りながら耐震化を計画的に進めています。

【取組状況】

✧ 宇治浄水場に非常用自家発電設備を平成２７年度に整備しました。

✧ 石油元売会社から通常の流通経路によらない臨時的・緊急的な燃料供給が得ら

れるよう、石油連盟と「災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書（H25.3）」

を締結し、宇治浄水場及び久御山広域ポンプ場を重要施設として登録しました。

【評 価】

● 大規模災害時に長時間・広域で停電した場合でも、電源喪失による浄水機能の

停止を回避するため、計画的に非常用自家発電設備を整備しています。

● 大規模災害が発生した際に、円滑に燃料供給が確保できる体制を確立していま

す。

【取組状況】

✧ 水源を同じくする上下流の関

連事業体（２０団体）と情報共

有できる体制を構築しました。

✧ 木津浄水場に油臭センサーを

平成２４年度に設置し、モニタ

リングを充実させ、原水段階で

油臭を測定できる監視体制を強

化しました。

③水質管理の強化

②電源喪失への対策

宇治浄水場非常用自家発電設備（建屋） 宇治浄水場非常用自家発電設備

木津浄水場油臭センサー
放射能測定

（水質管理センター）
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【取組状況】

✧ 国土交通省の浸水想定区域図で府営水道施設の浸水有無を検証した結果、３浄

水場では浸水被害は生じませんが、久御山広域ポンプ場では約３ｍの浸水の可能

性があるため、想定浸水位よりも下に開口部を設けない対策を講じています。

【評 価】

● 府営水道は、大河川に沿った配置であるため、洪水被害を想定し、必要に応じ

て対策を実施しています。

【取組状況】

✧ ３浄水場連絡管の残区間工事（京都第二外環状道路建設関連）を平成２６年度

に完成させました。

✧ 送水管内・配水池等の水の滞留を防止し、水質を維持するとともに非常時の水

運用に備えるため、通常時から水運用を行い、非常時の水運用によりスムーズに

移行できる体制を整えています。

✧ 非常時には、バックアップする浄水場系は受水量をセーブすることとなり、受

水市町間で相互協力を行うこととなるため、受水市町への水量配分のルールを整

備しました。

【評 価】

● ３浄水場がそれぞれ異なる河川から取水し、その３浄水場の送水管路が久御山

広域ポンプ場を中心に接続され、給水区域全域に対して相互にバックアップ可能

で、災害時等でも速やかに非常時の水運用に移行できる「京都府営水道広域水運

用システム」を構築しました。

● 全ての府営水道施設が一体となり、広域浄水センターで一元的に管理するとと

もに、３浄水場間で水道水を相互融通を行うことで受水市町への給水の安心・

安全が飛躍的に向上しました。

①広域水運用の活用

⑤水害への対策
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【取組状況】

✧ 緊急時において、迅速かつ的確

に対応できるよう、保有している

全ての口径（Φ ２００～Φ

１０００）の漏水復旧資材（カバ

ージョイント）を新たに各１個備

蓄しました。

✧ 毎年度、事故対応訓練を実施し、受水市町と連携した非常時の水運用を確認す

るとともに、平成２８年度には受水市町及び日本水道協会京都府支部と合同防災

訓練を実施しました。

②危機管理体制の充実

漏水復旧資材（カバージョイント）

京都府営水道広域水運用システム

【取組状況】

✧ 国土交通省の浸水想定区域図で府営水道施設の浸水有無を検証した結果、３浄

水場では浸水被害は生じませんが、久御山広域ポンプ場では約３ｍの浸水の可能

性があるため、想定浸水位よりも下に開口部を設けない対策を講じています。

【評 価】

● 府営水道は、大河川に沿った配置であるため、洪水被害を想定し、必要に応じ

て対策を実施しています。

【取組状況】

✧ ３浄水場連絡管の残区間工事（京都第二外環状道路建設関連）を平成２６年度

に完成させました。

✧ 送水管内・配水池等の水の滞留を防止し、水質を維持するとともに非常時の水

運用に備えるため、通常時から水運用を行い、非常時の水運用によりスムーズに

移行できる体制を整えています。

✧ 非常時には、バックアップする浄水場系は受水量をセーブすることとなり、受

水市町間で相互協力を行うこととなるため、受水市町への水量配分のルールを整

備しました。

【評 価】

● ３浄水場がそれぞれ異なる河川から取水し、その３浄水場の送水管路が久御山

広域ポンプ場を中心に接続され、給水区域全域に対して相互にバックアップ可能

で、災害時等でも速やかに非常時の水運用に移行できる「京都府営水道広域水運

用システム」を構築しました。

● 全ての府営水道施設が一体となり、広域浄水センターで一元的に管理するとと

もに、３浄水場間で水道水を相互融通を行うことで受水市町への給水の安心・

安全が飛躍的に向上しました。

①広域水運用の活用

⑤水害への対策
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【評 価】

● 危機管理体制の一層の充実を図るため、受水市町と連携・協同した危機管理に

関する取組を充実・強化しています。

【取組状況】

✧ 電気主任技術者資格等の取得支援制度を創設するなど、人材育成の取り組みを

強化しました。

✧ 受水市町と協同し、毎年度研修会などを開催して知識や技術の向上に努めてい

ます。

【評 価】

● 引き続き、人材育成・技術承継の取組を充実・強化していくことが必要です。

【取組状況】

✧ ３浄水場の発生土については、１００％有効利用しています。平成２７年度に

宇治浄水場の排水処理施設の更新に合わせて、脱水機を無薬注化しており、更に

有価物としてリサイクルできるようグランド用材等への利用拡大に向け取り組ん

でいます。

✧ 機器の更新時に合わせて、省エネ・効率化機器を導入しました。

✧ 夏期・冬期の電力需要が逼迫する時間帯に、広域水運用を活用し、節電対策（ピ

ークシフト）を実施しました。

③人材育成・技術継承

事故対応訓練

（府営水道）

④環境対策の推進

合同防災訓練

（日本水道協会京都府支部）
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【評 価】

● 電力使用量の大きな上水道施設は、環境への配慮や節電等の貢献が期待される

ことから、積極的に環境対策に取り組んでいます。

【取組状況】

✧ 平成２７年度に京都府営水道経営レポートを作成し、過去５年間の経営状況及

び経営分析、今後５年間の経費抑制の取組及び収支計画を公表しました。

✧ 経営レポートで示された取組については、毎年度検証を行い、次年度の当初予

算に反映しています。

✧ 更新基準年数を反映した建設改良計画を策定し、平成３１年度までの総事業費

をビジョン策定時（H25）で示した投資額よりも約１９億円抑制しました。

✧ 府営水道事業経営審議会第７次提言で示された費用に比べ、平成２２年度から

平成２６年度までの５年間で、約９．１億円の費用を削減しました。

✧ 水資源機構のダム割賦負担金の繰上償還による水源費の圧縮や、国庫補助金の

積極的な活用による企業債の抑制、減価償却費の削減を行いました。

✧ 経費抑制の取組については、受水市町の理解を得るために、受水市町担当課長

会議及び受水市町管理者会議等において、積極的に情報提供を行っています。

【評 価】

● 平成２７年度から５年間の収支計画である経営レポートを作成し、経営状況や

将来を見据えた計画的な経営を行っています。

● 経費抑制の取組については、成果をあげていますが、繰越欠損金を抱えている

ことから、引き続き、経営の改善に向けた更なる努力が求められます。

宇治浄水場排水処理施設（外観） 宇治浄水場排水処理施設（脱水機本体）

【評 価】

● 危機管理体制の一層の充実を図るため、受水市町と連携・協同した危機管理に

関する取組を充実・強化しています。

【取組状況】

✧ 電気主任技術者資格等の取得支援制度を創設するなど、人材育成の取り組みを

強化しました。

✧ 受水市町と協同し、毎年度研修会などを開催して知識や技術の向上に努めてい

ます。

【評 価】

● 引き続き、人材育成・技術承継の取組を充実・強化していくことが必要です。

【取組状況】

✧ ３浄水場の発生土については、１００％有効利用しています。平成２７年度に

宇治浄水場の排水処理施設の更新に合わせて、脱水機を無薬注化しており、更に

有価物としてリサイクルできるようグランド用材等への利用拡大に向け取り組ん

でいます。

✧ 機器の更新時に合わせて、省エネ・効率化機器を導入しました。

✧ 夏期・冬期の電力需要が逼迫する時間帯に、広域水運用を活用し、節電対策（ピ

ークシフト）を実施しました。

③人材育成・技術継承

事故対応訓練

（府営水道）

④環境対策の推進

合同防災訓練

（日本水道協会京都府支部）
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【取組状況】

✧ 平成２７年４月の料金改定時に、その性質をより適切に表すため、基本水量を

「建設負担水量」、基本料金を「建設負担料金」と改め、併せて、従量料金を「使

用料金」と改めました。

✧ 水系毎であった使用料金を低廉な額で統一しました。

✧ 更新投資に係る経費については、内容、時期等の精査を行い、総事業費を抑制

して料金算定を行いました。

✧ 料金改定については、事前に受水市町への説明を行うとともに、意見を反映す

るなど、受水市町の理解を得ながら実施しました。

【評 価】

● 施設の建設年度の相違等歴史的な経過から生じている料金問題について、解決

してきています。

● 次期料金改定（平成３２年４月）にあたっても、引き続き受水市町の理解を得

ながら進めていくことが必要です。

【取組状況】

✧ 受水市町や京都市とも連携して、毎年研修等を実施しているほか、災害等緊急

時対応について、受水市町と水系毎の会議を開催するなど、近隣市町との情報共

有を行っています。

✧ 水循環プラットフォームを構築し、有識者の協力を得て人材バンクを設置し、

市町の依頼を受けて有識者の紹介を行っているほか、定期的に水に関わる最新情

報（メールマガジン）を配信しています。

【評価】

● 府営水道と受水市町の連携を更に深め、業務の共同化や府営水道と受水市町双

方の適正な施設規模の検討を進めていくことが必要です。
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【取組状況】
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【評 価】
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留学生による視察
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✧ 料金改定については、事前に受水市町への説明を行うとともに、意見を反映す

るなど、受水市町の理解を得ながら実施しました。

【評 価】

● 施設の建設年度の相違等歴史的な経過から生じている料金問題について、解決

してきています。

● 次期料金改定（平成３２年４月）にあたっても、引き続き受水市町の理解を得

ながら進めていくことが必要です。

【取組状況】

✧ 受水市町や京都市とも連携して、毎年研修等を実施しているほか、災害等緊急

時対応について、受水市町と水系毎の会議を開催するなど、近隣市町との情報共

有を行っています。

✧ 水循環プラットフォームを構築し、有識者の協力を得て人材バンクを設置し、

市町の依頼を受けて有識者の紹介を行っているほか、定期的に水に関わる最新情

報（メールマガジン）を配信しています。

【評価】

● 府営水道と受水市町の連携を更に深め、業務の共同化や府営水道と受水市町双

方の適正な施設規模の検討を進めていくことが必要です。
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【取組状況】

（１）数値目標の設定・進捗状況の把握

✧ 目標指標・管理指標について、その状況を毎年度取りまとめ、府のホームペ

ージに掲出するとともに、進捗状況や経年的変化の動向を確認しました。

（２）府民満足度の把握

✧ 府民満足度を把握するため、受水市町の住民意識、水道水に対する苦情や住

民意見の調査を実施しました。

（３）受水市町との連携・情報共有

✧ 府営水道に関する情報を受水市町と共有するために、受水市町担当課長会議

及び管理者会議の開催、メール等を活用した情報提供を行いました。このよう

な取組は多くの受水市町から満足しているとの評価を受けており、受水市町と

の信頼を深めています。

（４）状況変化への柔軟な対応

✧ 料金改定時期であった平成２７年度に、府営水道の経営計画にあたる「京都

府営水道経営レポート」を策定し、毎年度検証を行っています。

✧ また、状況の変化に柔軟に対応するため、ビジョンの策定から５年が経過す

る平成２９年度に、ビジョンの取組内容の検証・見直しを行い、中間改訂を実

施します。

【評 価】

● 府営水道の業務改善の仕組みとしてＰＤＣＡサイクルのプロセスを取り入れ

て、継続的に業務改善に取り組んでいます。
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